
（別紙１の２）遊休農地等リスト

（岩手県農地中間管理機構）

公益社団法人岩手県農業公社

本リストは、農地所有者から貸付希望があった農地、または遊休農地に係る利用意向調査の結果、農業委員会から

公益社団法人岩手県農業公社に情報提供があった農地について、借受希望者を募ることを目的に作成したものです。

遊休農地の農地情報は、農地法第52条の３の規定により農業委員会が公表する情報に基づき、作成しています。

「遊休農地」の欄に○が付された農地の情報は、登録日から2年を経過したときに削除します。
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遊休農地対策制度と農地中間管理事業に関する事務手続きフロー
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事務フロー１：利用状況調査～遊休農地の判定～利用意向調査

区分 市町村農業委員会事務局

遊休農地の判定

農地利用状況調査
（市町村：荒廃農地の発生・解消状況に関する調査）

２号遊休農地
（農地法第32条第1

項第2号）

農地利用意向調査
（事務フロー２へ）

遊休化のおそれが
ある農地

（農地法第33条）

１号遊休農地
（農地法第32条第1

項第1号）

再生利用が
困難な農地

（運用通知第3の1の
（3）ウ）

農地・非農地
判断

非農地判定

既に森林の様相を呈する
など農業上の利用の増進
を図ることが見込まれな

い農地

現に耕作の目的に供され
ておらず、かつ、引き続
き耕作の目的に供さない
と見込まれる農地

耕作の事業に従事する者
が不在となり、又は不在
となることが確実と認め

られる農地

その農業上の利用の程度
がその周辺の地域におけ
る農地の利用の程度に比
し著しく劣っていると認

められる農地

運用通知：「農地法の運用に
ついて」の制定について（平
成21年12月21日付け経営第
4530号・21農振第1598号農
林水産省経営局長・農村振興
局長連名通知）

農地

非農地



事務フロー２：利用意向調査～機構への通知～農地中間管理権の取得

区分
農
地
法
運
用
通
知
に
よ
る
情
報
提
供

農
地
法
第
３
５
条
第
１
項
に
基
づ
く
処
理

市町村農業委員会事務局 農地中間管理機構（岩手県農業公社）

通知受理

借入基準
適否判断

利用意向調査

運用通知第３の５（３）
による情報提供
（様式２号）

判断結果通知
（様式３号）

事務フロー３の
①へ

農地法第35条第１項
に基づく通知
（様式２号）

通知受理

借入基準
適否判断

所有者・農委に
不適合通知

事務フロー３の
②へ

所有者に
協議申入れ

所有者・農委に
不成立通知

不適

適合

農委に通知

登録申出書
提出なし

申出書受理

遊休農地等リスト
作成・縦覧

登録申出書提出

市町村チームに
意見照会

所有者・農委に
権利取得不可通知

権利取得不可

農地・非農地
判断

農地中間管理権の
取得に関する協議

農地中間管理権
取得可否決定

所有者・農委に
通知

非農地通知
非農地 登録削除

農地 リストに
継続登録

農振地域内

農地の利用関係の
調整（機構と連携）

その他

機

構

利

用

意

思

有

り
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市町村農業委員会事務局 農地中間管理機構（岩手県農業公社）

事務フロー３：利用意向調査～農地中間管理権の取得協議勧告～知事裁定申請

区分

農
地
法
運
用
通
知
に
よ
る

情
報
提
供
（
再
掲
）

通知受理

借入基準
適否判断

利用意向調査

運用通知第３の５（３）
による情報提供
（様式２号）

判断結果通知
（様式３号）

農地・非農地
判断

遊休農地等リスト作成

農地中間管理権の
取得協議勧告

所有者に
貸付意向確認

基準に適合しない
旨の撤回

機構への貸付に
応じない

機構への貸付に
応じる

所有者・農委に
協議期間終了通知

協議可

農地中間管理権の
取得に関する協議

農地中間管理権
取得可否決定

所有者・農委に
通知

知事に対する
裁定の申請

借入基準
不適合

所有者の
利用意向 機構に通知

農地

リスト
縦覧

借入基準
適合

非農地通知

非農

利用状況調査
（翌年８月）

その他または
意思表明なし

農業上の利用を
行う意思がない

意向調査のとおり
実施されていない 借受希望なし

２年経過
リストから
削除

借受希望有

所有者に
協議申入れ

協議不可・協議不調

市町村税務部局に
情報提供

事務フロー２
再掲

①

②



公  社
（農地中間
  管理機構）

１ ■ ○

２ ○ ■

３ ○ ■

５ ■ ○ １号の２

■ ○ １号の３または２号の１

■ ○ １号４のまたは２号の２

３号の２

10 ○

借り入れる場合

■ ○ ５号の１

■ ○ ５号の２

借り入れない場合

■ ○ ６号の１

■ ○ ６号の２

○：項目実施者 ■：通知等相手

※ 　№８の意見が権利取得可の場合であっても、№９の貸借条件等の確認において、受け手
　への貸し付けが不可能と判断した場合は、農地中間管理権を取得しないこととします。

農地法第35条第１項に基づく通知に対する事務フロー（Ｒ３.３.15改正）

№ 項        目
農    地
所有者等

農  業
委員会

公社様式
（35条関係）

農地法第32条及び第33条に基づく農地
の利用意向調査

対象:①利用状況調査で把握した遊休農地

　　　②耕作者不在、又はそのおそれがある農地

農地中間管理事業を利用する旨の意思表明

農地法第35条第１項に基づく通知

７ 協議不成立の通知

■ ○ １号の１
②貸付希望農用地等の登録申出書の提出依頼

４の申し入れ、提出依頼をした旨の通知

４
①農地中間管理権の取得に関する協議の申し入れ

６
貸付希望農用地等の登録申出書の提出
（４から１ヶ月以内）

○ ■

○ ４号の１及び４号の２
（貸借条件等の確認）

８

貸付希望農用地の登録申出に係る意見聴取

○ ○
（権利取得の可否に対する意見を聴取
し、検討会としての意見決定）

（必要な場合は現地調査を実施）

人・農地問題解
決加速化推進
チーム

８及び９の結果に基づき農地中間管理
権の取得の可否を決定

９
農地中間管理権の取得に関する協議

○ ○

13
12で農地と判断した遊休農地を公表及
び公表した旨の通知

８号の１（関係
機関８号の２）

○■

11 農地中間管理権の取得の可否を通知

11で借り入れない場合、農地に該当す
るか否かを機構に通知

12 ７号■○

申出書提出あり 借入農用地基準不適合または申出書提出なし（協議不成立）

権利取得：可 権利取得：否

農地の状況が改善されない場合、勧告対象農地（法36条）
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